
高額療養費の支給申請手続が簡素化されます 
 

 高額療養費の支給を受けるには、これまでは診療月ごとに保険課へ「高額療養費

支給申請書」を提出する必要がありましたが、令和３年１２月から、「国民健康保

険高額療養費支給手続簡素化申請書」を提出することにより、申請の翌月以降の高

額療養費の支給申請が不要となり、指定された口座に自動振込となります。 

 

申請の方法 

 「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」に必要事項をご記入のうえ、

保険課へ提出してください。 

※自動振込の対象となるのは初回申請後に新たに発生する高額療養費のみです。 

初回申請以前に発生している高額療養費については、従来どおり申請書のご提 

 出が必要です。 

 

支給について 

 支給申請簡素化決定以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込とな

ります。支給金額や振込日については、「支給決定通知書」の送付によりお知らせ

します。支給がない場合は、通知等の送付はありません。 

 

簡素化が中止される場合 

・指定の口座に高額療養費の振込ができなかった場合 

・国民健康保険料の滞納が生じた場合 

・国民健康保険の世帯主や当該世帯に属する被保険者の資格に変更があり、対象

者等の要件を満たさなくなった場合 

・申請の内容に偽りその他不正があった場合 

 

その他注意事項 

・世帯主が変わった場合や被保険者証の記号番号が変更になった場合は、新たに

「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」の提出が必要となります。 

・振込口座を変更される場合は、「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書

（変更）」の提出が必要ですので、ご連絡をお願いします。 

・第三者行為（交通事故等）又は業務上の事故による傷病において診察を受けた場

合は、ご連絡をお願いします。 

・７５歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制

度において別途高額療養費の手続きが必要です。 

〈申請・お問い合せ先〉 

〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜 170番地 

鳴門市役所 保険課 保険資格給付担当 

電話 088-684-1360 

 


